
浦添市景観まちづくり計画の改訂について

浦添市



浦添市１．まちづくりの経緯・歴史

「琉球国絵図」（1702：琉球国絵図資料集第２集）

・本市は、古くは瞬天・英祖・察度王統の居城として、伊祖城跡・浦添城跡を舞台に、琉球王朝発祥の地として知られ、１２世紀
から１４世紀にかけての２２０年間、政治・経済・文化の中心地として栄えました。
・その後、王都は首里へ移ります

「図：ウラソイ地域文化財イメージ図」
「写真：浦添グスク整備基本計画模型」



浦添市１．まちづくりの経緯・歴史

整備復元されつつある歴史資産

「復元整備がすすむ、浦添グスク城壁」 「復元整備された浦添ようどれ」

「復元整備された安波茶橋」 「復元整備された城址の前の碑」



浦添市２．風景の変遷

田園地帯を走る県営鉄道（昭和10年代）

戦前の集落の風景。各屋敷は
石垣で囲われ、茅葺きが多く
琉球赤瓦は少数だった。
（昭和１５年、小湾集落）

・王都が首里に移ってからは、のどかな純農村地帯であった。
・田園地帯を走るケービン鉄道の姿が見えます。

浦添旧小湾集落の復元模型 所有：小湾共有地主会

作成：1997年 法政大学建築学科武者研究室

戦前の小湾集落の模型



浦添市２．風景の変遷

「国道３３０線（バイパス）の施工中 沢岻のocc前の陸橋から大平方面を望む」
（１９７２年（昭和４７年）：浦添市の建設 槌おと）

２００７年（平成１９年）１月



浦添市３．景観に関するこれまでの取組み

彫刻のある街づくり

都市景観に関する表彰制度



浦添市３．景観に関するこれまでの取組み

まちづくりプラン賞

啓発広報の

景観賞から

「広報啓発」と「活動支援策」としての

まちづくりプラン賞

協働作業応募案 整備後

花と緑のまちづくりフェスタ事業



４．景観計画とは 浦添市



４．景観計画とは 浦添市



５．浦添市景観まちづくり計画について 浦添市

 本市の景観形成に関する総合的な施策、市
民・事業者・行政に共通する協働の指針とし
ての位置づけ。

 平成18年8月～平成19年5月

浦添市景観まちづくり市民会議・関係団体意

見交換

 平成19年7月1日

「浦添市景観まちづくり計画」告示

「浦添市景観まちづくり条例」施行

 平成20年4月1日

「浦添市景観まちづくり計画」告示（重点地区

の追加）

浦添市景観まちづくり計画
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５．浦添市景観まちづくり計画について 浦添市



５．浦添市景観まちづくり計画について 浦添市

市全域を対象とした届出対象の行為は、表のとおりとする。ただし、重点地区に関しては別途定める。

届出対象行為

■建築物

行 為 場 所 （届出対象）規 模

建築物の新築、増築、改
築若しくは移転、外観を変
更することとなる修繕若し
くは模様替又は色彩の変
更

（法16条第1項第1号関係）

都計用途の商業地域、
準工業地域、工業地域、
工業専用地域

高さ２０ｍを超えるもの又は
建築面積１,０００㎡を超えるもの

上記以外の区域 高さ１３ｍを超えるもの又は
建築面積５００㎡を超えるもの



５．浦添市景観まちづくり計画について 浦添市

景観形成基準

建
築
物
及
び
工
作
物

基 準

① 建築物の３階以上の外壁の色は、明度８以上、彩度２以下と
する。
ただし、着色していないコンクリート、金属、ガラス等は除く。

外観のアクセントとして着色する面積は、各壁面の10％以下
とする。

② 緑化率の最低限度：敷地面積の３％以上の緑地を設けるこ
ととし、道路境界線の長さの1/5以上を道路に面するよう配置
する。



５．浦添市景観まちづくり計画について 浦添市

仲間重点地区

仲間地区景観基準 仲間地区地域資源図



浦添市５．浦添市景観まちづくり計画について



浦添市５．浦添市景観まちづくり計画について



浦添市５．浦添市景観まちづくり計画について

令和元年10月7日時点



浦添市５．浦添市景観まちづくり計画について

令和元年10月7日時点



浦添市５．浦添市景観まちづくり計画について

【都市モノレール沿線地区（8.0ha）】
①用途地域 H27年4月１日 告示
②特別用途地区 H27年4月１日 告示
③高度地区(18ｍ) H26年9月18日 告示

④景観地区 H27年9月29日 告示



浦添市６．浦添市景観まちづくり計画に関するアンケートの実施

関係団体へのアンケートの実施
対象：本市に関わる設計士、建設関連、不動産関連、造園関連、広告業、観光・サービス

関連、まちづくり関連団体

期間：平成30年12月3日（月）～平成31年2月1日（金）

■問 浦添市景観まちづくり計画の
景観形成基準についてお答え
ください。（複数回答可）

①基準が厳しい
②重点地区や景観地区の基準は
厳しいが、必要である

③基準が分かりにくい
④基準が緩い
⑤その他（ ）

3.6 

39.3 

25.0 

0.0 

16.1 

19.6 

0 10 20 30 40 50

①基準が厳しい

②重点地区や景観地区の基準は厳しいが、必要である

③基準が分かりにくい

④基準が緩い

⑤その他

無回答

（％）

■問 美しい景観まちづくりを進め
ていくために、特に優先的に
取り組んでほしいことを２つ
選んでください。

①浦添グスク周辺について
②沖縄都市モノレール沿線について
③浦添西海岸について
④シンボルロードについて
⑤屋外広告物について
⑥建築物の壁面の色彩
⑦商業系用途の建物の届出
⑧その他（ ）

57.1 

21.4 
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①世界遺産追加登録を目指す浦添グスク周辺のまちなみの

景観形成及び浦添グスクへの眺望景観の確保

②沖縄都市モノレール沿線の眺望景観の確保

③浦添西海岸の海への眺望景観の確保、ウォーターフロント

景観の創出

④県道浦添西原線（シンボルロード）の景観形成・創出

⑤無秩序な屋外広告物

⑥建築物の壁面の色彩

⑦商工業系用途の建築物の届出対象行為の引き下げ

⑧その他

無回答

（％）



浦添市６．浦添市景観まちづくり計画に関するアンケートの実施

浦添市関係職員へのアンケートの実施
対象：庁内の景観業務に係る職員（13課・75名）

期間：令和元年9月9日（月）～令和元年9月20日（金）

■問 浦添の景観で誇りとなる風景、
残したい風景と思うものを選
んでください。
<歴史・暮らし>（複数回答可）

①城跡（グスク、ようどれ等）
②歴史の道
③地域に残る御嶽・拝所等
④地域に残る石積み・石垣等
⑤昔ながらの集落形態
⑥工業・流通団地
⑦公共施設
⑧その他

92.6 

79.6 

53.7 

42.6 

29.6 

9.3 

33.3 
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①城跡

②歴史の道

③地域に残る御嶽・拝所、樋川・井戸

④地域に残る石積み・石垣、昔ながらの佇まい

⑤昔ながらの集落形態

⑥工業・流通団地

⑦公共施設

⑧その他

無回答

（％）

（N=54）

■問 浦添の風景や景観形成の基準、今後の景観まちづくりの取組みについて、ご意見等をご自由にお書きください。

建築物の高さについて・・・高層マンションの規制。視点場からの景観を妨げる建物高さの制限。
市全域に例えば30ｍ程度の高さ制限を設けるか、浦添グスクEL高以下等の規制が必要では。

外壁色の色彩について・・・市場の実態に合わせた基準の検討を希望。
緑化・樹木について・・・・緑化率については、地区計画等と統一して欲しい。道路における樹種の推奨。
公共工事について・・・・・公共施設への良好な景観形成のための措置（赤瓦、緑化等）の義務付けが必要では。
浦添グスクについて・・・・バッファゾーン（緩衝地帯）の位置づけを明確にし、重点地区、景観地区の住民に対し、

規制の理解を求めやすくした方が良い。
その他・・・・・・・・・・浦添グスクだけでなく、伊祖グスクの眺望保全を希望。

エリア毎に土地利用や建築制限をし、現在の状況を維持できるようにすることが大切では。



７．景観まちづくり計画の改訂について 浦添市

【国・県の景観関連計画等】

 「沖縄県景観形成条例」（平
成6年/沖縄県）

 「沖縄県景観形成基本方
針」

 「美ら島沖縄“風景づくり”
のためのガイドライン」（平
成19年内閣府沖縄総合事
務局）

 「美ら島沖縄“風景づくり計
画”」（沖縄県景観形成基本
計画）（平成23年１月沖縄
県） 等

【関連条例】

 「沖縄県屋外広告物条例」
（平成28年3月改正） 等

【市の上位・関連計画等】

 「第四次浦添市総合計画
（平成28年3月）

 「浦添市都市計画マスター
プラン」（平成25年1月）

 「ティーダヌファみどり計画」
（平成12年3月）

 浦添市環境基本計画（平成
25年3月策定）

 「浦添市墓地基本計画」（平
成24年3月） 等

【市の景観関連

（過年度の調査報告書等】

 「てだこ市民によるウラオソ
イ風景づくり」（平成21年2
月）

 「平成22年～28年度風景づ
くり推進調査」 等

【社会基盤の変化】

 沖縄都市モノレールの延長

 西海岸開発

【社会基盤の変化】

 地区計画 等

序章 はじめに、改訂にあたって

第１章 浦添の景観特性と課題

第２章 良好な景観形成に関する方針

第３章 計画区域の設定

第４章 良好な景観形成のための行為の

制限に関する事項

第５章 景観重要建造物・景観重要樹木

の指定の方針

第６章 景観重要公共施設の整備に関す

る事項

第７章 屋外広告物の表示などの制限に

関する事項

第８章 推進施策



７．景観まちづくり計画の改訂について 浦添市

変更・追加が必要な項目

現計画の課題、変更・追加を検討する項目

・景観計画区域における良好な景観形成に関する方針

（本市社会基盤の変化による対応）

・屋外広告物の表示等

（本市独自の基準、条例制定に向けた対応）

・景観重要公共施設に関する事項

（整備に関する事項・占用に関する事項の追加）

・これまでに指定した地区（景観地区）及び、候補地域の表記

（景観計画と、これまでの景観まちづくりに関する取組みとの整合）

・景観形成基準の色彩、緑化率の見直し（地区計画、緑マスとの整合）

・絶対高さの表記（浦添グスクへの景観保全のための高さ規制）

・景観届出物件の工事完了報告の提出（基準不適合物件に対する措置）

・広域的問題（他市町村に渡る敷地・建物に対する取扱いについて）



浦添市７．景観まちづくり計画の改訂について

景観計画に関するアンケートの実施

景観審議会にて報告（進め方等について）

庁内作業部会の設立

住民説明会

景観まちづくり市民会議の設立

住民説明会・パブリックコメント

都市計画審議会にて意見聴取

景観まちづくり審議会にて諮問

景観審議会へ

諮問・報告

まちづくり

市民会議

景観計画改訂の旨の告示・景観計画改訂図書の縦覧

庁内作業

部会

景観法による手続き

景観条例による手続き

その他任意の制度等

建築士会・建設業協会・
不動産関連等、関係団
体を含めた説明会

建築士等の実務者、公
募による市民代表、関
連活動団体等で構成

令和３年３月頃



浦添市７．景観まちづくり計画の改訂について

景観まちづくり審議会

景観まちづくり審議会

専門部会

事務局

【美らまち推進課】
庁内作業

部会

景観まちづくり
市民会議

都市計画審議会

諮問・答申

意見聴取協議・意見聴取

提案・協議 提案・協議

■庁内作業部会

景観計画の改訂に際し、関連施策等の調整及び、改訂内容の確認、課題の解決に向け検討を行う。

■景観まちづくり市民会議（景観まちづくり条例第19条）

景観まちづくりに関する意見を聴くため、市民、事業者、関係団体等で構成される。

当該市民会議においては、市民側から改訂内容の確認、現状の課題等に関する協議、検討を行う。

■都市計画審議会

景観法第９条より、景観計画（改訂も含む）を定めようとする際は、都市計画審議会の意見を聴かなければ
ならない。

■告示・縦覧

景観法第９条第６項において、景観行政団体は景観計画（改訂も含む）を定めたときは、その旨を告示し、当
該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。



浦添市

浦添市景観まちづくり計画の改訂について

ご清聴ありがとうございました。


